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平成２１年分政治団体収支報告書の概要

平成２２年１１月２６日

１ 提出率

平成２１年分の収支報告書を提出した政治団体は、１，３５０団体です。

これは、岐阜県選挙管理委員会届出の政治団体 （１，４３２団体）の、９４．２７％に相当します。

昨年公表分との比較では、政治団体数は１１１団体減少し、提出団体は４１団体減少しました。

提出率については、４．１２ポイント増加となっています。

２ 収支の状況

平成２１年分の収入総額は、３６億７９００万円余です。

平成２０年分の収入総額 （３６億５１２２万円余）との比較で、 ０.７６％増加となっています。

平成２１年分の支出総額は、２１億７３１７万円余です。

平成２０年分の支出総額 （２１億４０１２万円余）との比較で、 １.５４％増加となっています。

（単位：円、％）

区 分 平成２１年 平成２０年 前年比

収入総額 3,679,008,576 3,651,229,334 0.76

支出総額 2,173,174,973 2,140,126,361 1.54

３ 収入項目別内訳

収入総額のうち政党に係るものは、２２億２８５６万円余（前年比 ５．０８％増）です。

その他の政治団体に係るものは、 １４億５０４４万円余（前年比 ５．２３％減）です。

平成２１年分 （単位：円、％）

区 分 政 党 その他の政治団体 計

収 入 総 額 2,228,561,243 1,450,447,333 3,679,008,576

(5.08) (▲5.23) (0.76)

前年繰越額 818,639,776 695,630,004 1,514,269,780

(6.92) (12.73) (9.51)

本年収入額 1,409,921,467 754,817,329 2,164,738,796

(4.04) (▲17.36) (▲4.57)

党費・会費 123,419,799 204,145,128 327,564,927

本 (3.91) (▲2.22) (▲0.00)

年 寄 附 562,895,952 392,972,142 955,868,094

(16.82) (▲9.35) (4.43)

収



- 2 -

事 業 収 入 38,650,647 77,074,327 115,724,974

入 (▲77.41) (▲62.71) (▲69.37)

額 借 入 金 7,535,000 2,460,000 9,995,000

(▲28.56) (296.45) (▲10.50)

の

交付金収入 656,256,826 30,227,511 686,484,337

内 (18.44) (53.92) (19.65)

訳 その他の収入 21,163,243 47,938,221 69,101,464

(12.76) (8.58) (9.83)

（注） （ ）内数値は、前年比である。

４ 寄附収入

平成２１年分の寄附収入は、９億５５８６万円余です。

平成２０年分の寄附収入（９億１５３３万円余）と比べ、４．４３％の増加となっています。

(単位：円、％)

区 分 平成２１年 平成２０年 増 減 額 増 減 率

個 人 の 寄 附 334,340,889 317,685,690 16,655,199 5.24

法人等の寄附 267,606,489 274,009,343 ▲6,402,854 ▲ 2.34

政治団体の寄附 353,920,716 323,632,833 30,287,883 9.36

政党匿名寄附※ 0 6,600 ▲6,600 ▲100.00

合 計 955,868,094 915,334,466 40,533,628 4.43

※政党匿名寄附とは、「街頭又は一般に公開される演説会若しくは集会の会場において政党又は

政治資金団体に対してする寄附でその金額が千円以下のもの」（政治資金規正法第22条の６第２

項）をいいます。

５ 政治資金パーティー

平成２１年分の政治資金パーティーの対価に係る収入は、６５１４万円余です。

平成２０年分（３億２６１０万円）と比べ、８０．０２％の大幅な減少となっています。

＜政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳＞ （単位：千円）

平成２１年 平成２０年 増 減

区 分

団体数 収入の額 団体数 収入の額 団体数 収入の額

特定パｰﾃｨｰの対価に係る収入総額が5千万円以上の団体 0 0 2 265,640 ▲ 2 ▲265,640

〃 1千万円以上5千万円未満の団体 3 56,550 2 48,629 1 7,921

（小 計） 3 56,550 4 314,269 ▲ 1 ▲257,719
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その他の政治資金パｰﾃｨｰの対価に係る収入 5 8,595 8 11,831 ▲ 3 ▲ 3,236

計 8 65,145 12 326,100 ▲ 4 ▲260,955

（参考）政治資金パｰﾃｨｰ開催数 8 19 ▲11

（注）１ 特定パーティーとは、政治資金パーティーのうち、その対価に係る収入が1,000万円以上で

あるものをいいます。

２ 「収入の額」は、それぞれの「区分」に掲げる政治資金パーティーの対価に係る収入の合計

額です。

１ 「その他の政治資金パーティーの対価に係る収入」の「団体数」は、特定パーティーでない

政治資金パーティーのみを開催した団体数です。

６ 政党の収支規模

政党の収支規模は、次のとおりです。

平成２１年分 （単位：円、％）

区 分 収 入 総 額 支 出 総 額 前 年 比

うち本年収入額 収入総額 本 年 収 入 額 支出総額

自由民主党 1,474,047,453 766,337,005 724,906,317 ▲ 0.36 ▲ 7.12 ▲ 7.00

日本共産党 373,701,489 346,516,355 346,466,208 ▲ 0.87 ▲ 1.48 ▲ 0.95

民 主 党 292,112,823 242,281,700 241,492,343 55.85 76.75 75.50

公 明 党 81,620,867 50,067,983 47,442,697 19.57 42.53 29.24

社会民主党 7,009,674 4,718,372 3,732,025 ▲14.52 ▲23.21 ▲36.84

国 民 新 党 68,937 52 13,500 ▲87.57 ▲91.17 ▲97.22

計 2,228,561,243 1,409,921,467 1,364,053,090 5.08 4.04 4.12

７ 資産等

資産及び借入金の状況は、次のとおりです。

平成２１年分 （単位：円）

区 分 団体数 金額（価格）

土 地 4 15,642,049

建 物 4 18,659,980
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動 産 7 31,099,308

預 貯 金 13 192,589,293

金 銭 信 託 1 5,510,000

貸 付 金 1 41,754,535

借 入 金 6 63,830,000

（注）「地上権又は土地の借地権」、「有価証券」、「出資による権利」、「敷金」及び「施設利用権」

については該当なし。

８ 岐阜県公報

＜平成２１年分収支報告書要旨の該当ページ一覧＞

項 目 団体の区分 政党の名称等 該当ページ

収支の状況 １－１ 政党 自由民主党 ２～３

（国会議員関係政治団体 １号団体）

民主党 ２～３

１－２ 政党 公明党 ４～５

（国会議員関係政治団体以外の団体）

国民新党 ４～５

社会民主党 ４～５

自由民主党 ４～１７

日本共産党 １６～１７

民主党 １６～１７

２－１ 資金管理団体 政党以外の政治団体 １８～１９

（国会議員関係政治団体 １号団体か

つ２号団体）

２－２ 資金管理団体 政党以外の政治団体 ２０～３７

（国会議員関係政治団体以外の団体）

３－１ その他の政治団体 政党以外の政治団体 ３８～３９

（国会議員関係政治団体 １号団体）

３－２ その他の政治団体 政党以外の政治団体 ４０～４５

（国会議員関係政治団体 ２号団体）

３－３ その他の政治団体 政党以外の政治団体 ４６～１０７

（国会議員関係政治団体以外の団体）
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寄附の内訳 １－１ 政党 自由民主党 １０８～１３８

（国会議員関係政治団体 １号団体）

日本共産党 １３８～１４０

民主党 １４０～１４１

２－１ 資金管理団体 政党以外の政治団体 １４１～１４２

（国会議員関係政治団体 １号団体か

つ２号団体）

２－２ 資金管理団体 政党以外の政治団体 １４２～１４８

（国会議員関係政治団体以外の政治団

体）

３－１ その他の政治団体 政党以外の政治団体 １４８

（国会議員関係政治団体 １号団体）

３－２ その他の政治団体 政党以外の政治団体 １４８～１４９

（国会議員関係政治団体 ２号団体）

３－３ その他の政治団体 政党以外の政治団体 １４９～１５２

（国会議員関係政治団体以外の団体）

特定パーティーの １－２ 政党 自由民主党 １５３

概要 （国会議員関係政治団体以外の団体）

民主党 １５３

３－２ その他の政治団体 政党以外の政治団体 １５３

（国会議員関係政治団体 ２号団体）

政治資金パーティ １－２ 政党 自由民主党 １５３

ーの対価に係る収 （国会議員関係政治団体以外の団体）

入の内訳

２－１ 資金管理団体 政党以外の政治団体 １５３

（国会議員関係政治団体 １号団体か

つ２号団体）

３－２ その他の政治団体 政党以外の政治団体 １５３

（国会議員関係政治団体 ２号団体）

３－３ その他の政治団体 政党以外の政治団体 １５４

（国会議員関係政治団体以外の団体）

その他の収入の内 １－１ 政党 自由民主党 １５４

訳（１件１０万円 （国会議員関係政治団体 １号団体）

以上のもの） 民主党 １５４

１－２ 政党 社会民主党 １５４

（国会議員関係政治団体以外の団体）

自由民主党 １５４
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日本共産党 １５４

民主党 １５４

２－１ 資金管理団体 政党以外の政治団体 １５４

（国会議員関係政治団体 １号団体か

つ２号団体）

２－２ 資金管理団体 政党以外の政治団体 １５５

（国会議員関係政治団体以外の団体）

３－２ その他の政治団体 政党以外の政治団体 １５５

（国会議員関係政治団体 ２号団体）

３－３ その他の政治団体 政党以外の政治団体 １５５

（国会議員関係政治団体以外の団体）

資産等の内訳 １－１ 政党 自由民主党 １５６

（国会議員関係政治団体 １号団体）

民主党 １５６

１－２ 政党 自由民主党 １５６

（国会議員関係政治団体以外の団体）

日本共産党 １５６～１５７

民主党 １５７

２－１ 資金管理団体 政党以外の政治団体 １５７

（国会議員関係政治団体 １号団体か

つ２号団体）

２－２ 資金管理団体 政党以外の政治団体 １５８

（国会議員関係政治団体以外の団体）

３－２ その他の政治団体 政党以外の政治団体 １５８

（国会議員関係政治団体 ２号団体）

３－３ その他の政治団体 政党以外の政治団体 １５８～１５９

（国会議員関係政治団体以外の団体）

（注）１ 国会議員関係政治団体１号団体とは、①国会議員・候補者（候補者となろうとする者を含

む。）が代表者である資金管理団体その他の政治団体、または、②政党支部であって、国会

議員に係る選挙区の区域を単位として設けられるもののうち、国会議員・候補者が代表者で

あるもの、をいいます。

２ 国会議員関係政治団体２号団体とは、租税特別措置法に規定する寄附金控除の適用を受け

る政治団体のうち、特定の国会議員・候補者を推薦し、又は支持することを本来の目的とす

る政治団体をいいます。


